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中
世
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肚
會

的
法
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脛
濟
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の
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純
理

上

よ
り
見
た

る
財
産
重
課

の
理
由

.

戦
後
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逸

の
計
一會
主
義
運
動

・

時

恥
酬

屠
俸

の
研
究

・

・
」

…

読

売

0

我
國
農

産
物
生
産

調
査

に
就

い
て

蕾

岩
國
藩

の
…製
紙
原
料
保
護
政
策

所
得

と
勢
賃

・
雑

録

㎜

史
的
唯
物
論
略
解

N
弓
田
臼
∋
磐
口
の
政
治
測
量

労
働
組
合
士
⊥
義
攣
韓
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傾
向

・

附
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・

文
學
博
士
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士

渋
墨
博
士

法
學
博
士
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浦

周
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米

田
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渋
墨
博
士

小
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郎

法
學
博
士
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墨
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士

経
済
學
士

経
済
畢
士

法
學
博
士

法
學
博
士

法
學
榑
士

本
誌
第
十
二
巻
総
目
録

・
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夫 光 雄
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上

肇
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戦

後
.猫

逸

の

Al.:

會
主
義
連
動

(二

)

河

田

嗣

郎

ぱ

三

非
国
家
主
義
的
傾
向

狸
逸

耽
會
民
主
黛
は
當
初

か
ら

し
て
頗

る
国
家
主

義
的

傾
向
を
帯

び
て
居

た

こ
ε
は
、
前
節

に
之
を
明

か
に

し

た
通
り

だ
が
、
然

し
又
前

述

の
如

く
そ
れ

ε
相
#

む

で
、
叉

は
そ

れ
ε
相
錯

綜

し
て
、
非

国
家
主
義

的
傾
向

の
存

在

し
た

こ
ε
も
、
掩

ひ
難

き
所

ε
す

る
。
仍

て
此
断

に
叉
少
し
く
此

の
方
面

に
就

い
て
窺

っ
て
見

や
う
。

凋
逸

の
肚

會
民
主
蛍
…に
於
け
る
非
国
家
主
義
的
傾

向
は
、遠

く
之
を
前
世
紀

の
三
、
四
十
年
代

に
遡

っ
て
講

頗
る

こ
ざ
が
山
来

る
。
即

ち
當
塒

西
厭

諸
地
方
を
遍
歴

せ

ゐ
手

工
業

の
助
手
職

人
連
中
は

、
當
時

少

か
ら
す

隊
洲

の
思

想

界
を
威
動

せ
し
め
た
る
英
佛

の

ユ
ー
ト

ピ
ア
肚
會

主
義
者
就
中
特

に

ロ
バ
ー
ト
、

オ
ウ
イ

ソ

丙
o
σ
①
耳
O
≦
①
昌
シ

ヤ
レ

ル
「

7
山

王
1

∩
『
巴

臣

閃
o
鼠

○「
カ

ベ
ー

9

σ
簿

サ
ソ
・

シ
モ
ン

ω
巴
算

し。
ぎ

o
ロ
等

の
新

思
想

に
接
燭
す
.

る
搬
會
を
有
し
た
・
彼
等
は
元
來
共
の
理
財
を
捨
て
、
堕

本
で
以
て
到
る
所
青
山
在
り
ε
い
ふ
連
中

で
あ

っ
だ

が
爲
め
に
.
そ
し
て
叉
阻
國
の
窮
窟
な
る
制
度
組
織
に
苛

め
ら
れ
、
佛
蘭
西
や
瑞
西

な
ご
の
自
由
な
る
空
気

に
蘇
・

生
の
想
を
寫
す
連
中
だ
っ
拳

爲
め
に
、
少
②

す
此
の
値
國
家
的
な

る
新
思
想
に
動
か
さ
れ
、
之

に
捕
は
れ
託

論

叢

職
審

逸
の
霜

露

覇

王
)

箏

尋

(第
藁

四
七
v

八
{宝



論
.
.幽凧

戦
後
濁
逸
の
配
會
主
義
運
動
(二
)

,

第
†
二
巻

(第
六
號

四
八
)

八
六
六

.

し
ま

つ
だ
の
で
あ
る
。
殊

に
當
時
産

業
界
は
所
謂

廃
業
革
命

の
後

を
承
け

た
ば

か
り

の
状

態

で
、
勢
働

者

は

一
般

　的

に
た

ゴ
新
興

企
業
精
神
を
養

ふ

べ
き
食
餌

に
供

せ
ら
乃

》
外

、
未

だ
何
等
結

肚

の
椹

を
有

せ
ず

、
同
盟
罷
業
椹

.

を
宿

せ
す
」

言
論

の
自
由

も
選
塞
・権
も
悉

く

彼
等

に
は
拒

ま
れ
て
居

た
。

文
責
物

勢
賃

に
依

る
低
き

勢

働
報
酬

ε
、
女

子
や
少
年
者

の
勢
働

ε
、

一
般
的

な
る
長
時
間

の
勢
働

ε

は
、
聴

の
夢

働
者

を
し
て
眞
實

に
雇
主

の
利
益

、の
搾
取

手
段

た
ら
し

め
π
る
次
第

で
あ

っ
た
。

斯

か
る
境
遇

に
在

る
人

々
の
間

に
、
現
制
度

に
臠
す

る
反
感

ε
從

て
其

の
制

度
の
擦

て
立

て
る
国
家
組
織

に
勤

・
す

る
反
抗

心

ざ
の
養

は
る

㌧
は
、
謂

は

ゴ
常
総

の

こ
ε

N
せ
な
け

れ
ば

な
ら

戯
。
此

の
反
国
家
的
氣

風
は
時

の
勢

働
者
階
級

の
中

よ
り
生

れ
出

で
た

る
ウ

ィ

ル

ヘ
ル
ム
、
グ

ア
イ
ト

ーー・
ソ
グ

≦
ゴ
字色
身

≦
㎡
三
ヨ

αq

の
筆

に
依

で
示

さ
乃

、
こ
ざ

＼
な

つ
π
。
彼
は

謂

ふ
や

う
、
胤

會
が
不
公
雫

の
上

に
生
存
す

る
限

り
、
天

一
の
国
民
が
主
人

ご
婢
僕

ε
に
依

て
田

楽
上

っ
て
居

る
限

り
は
、
其

の
支

配

が
何
者

に
依

て

行
は

れ
や
う

ξ
も
、
結

局

同
じ

こ
ご
で
あ

る
。

ヒ
ソ
ソ
が
支

配

し
や
)

ξ

ク
ソ
ツ
が
支

配

し
や
う

ご
、
ナ
ポ

レ
オ

ン
た

る
ε

フ
リ
ー
ド
リ
ッ

ヒ
、

ウ

イ

ル
.ヘ
ル
ム

た
.o
.こ
ニ

コ
ラ

ス
た

る
ε
、
何

の
選

ぶ
所
も
な

い
。
何

人
の
支
配

下

に
在

っ
て
も
勢
働
者

は
犬

馬

の
如
く
騙
使

せ

,

ら

る

、
の
み
で
あ

る
。
今
や
五
口等

は
租
國
を
有

た

隠
。
だ

ゴ
冠

雪

が
之
を
組
織
す

る
人

々
に
射
し

て
同

一
様
に
注

意
す

る
や
う

に
な

つ
だ
ら

、
共

特
甫

め
て
吾
等

は
租

國
を
有
す

る

こ
ご
に
な
る
で
あ
ら
う

ε
。

傷

者
の
援

歯

す
・
斯
か
・
懇
催

、
更
三

八
四
七
年
蒸

ξ

れ
た
る
「
共
嘗

=・是

彼
て
明
礬

、

O

、、

'



㌧

表
示

さ
れ
π
。
共
産
宣

吉

の
中

に
は
、
勢
働
者
は
祀

國

を
有

せ
す

。.
人
は
彼
等

の
元

來
之
を
所
有

せ
ざ

る
物

を
何

物
を
も
彼
等

よ
り
取
去

る
.能

は
す
。
無
産
者

は
鐵

鎖

の
外

、失

ふ

べ
き
何
物
を
も
有

せ
ざ

る
也

ざ
記

さ
れ
て
あ

る
。

而

し
て
終

に

一
八
四
八
年

は
來
た
。

一
大
動
乱

の

後
に
暗
謄
た

る
五
十
年

代
は
来
り
、
多

く
の
肚

會
主
義

者

は

或
は
瑞

西

に
或
は
佛

蘭
西

に
或

は
英
吉

利

に
亡
命

し

て
、
其
所

に
却

っ
て
比
較
的
自
由
な

る
天
地

を
見

出
し
得
た

の
で
あ

る
。

曰
く

カ
ー

ル
シ

ュ
ル
ツ

肉
摺二

ω
。
ぎ
「N
日
く

カ
ー

ル
、

マ
ル
ク

ス

〆
国
二
言
田
舞

曰
く

ソ
リ

ー
ド

リ
ッ

ヒ
、

エ
ン
ゲ

ル
ス

閏
ユ
o
α
「8
ゴ

閃
5
αQ
巴
。。
曰
く

フ

エ
ル
ヂ
ナ

ソ
ド
、

フ
ラ
イ
リ
ヒ

ラ
ー
ト

聞
①
「二
言
国
コ
画
蜀
「①
農
の
「四亭

日
く
ウ

ィ

ル

ヘ
ル
ム
、

リ
r
ブ

ク
ネ

ヒ
ト

芝
一一げ
Φ一日

目
一①σ
ξ
9
昇

総

て
此
等

の
人
.々

は
其

の
母
國
た

る
濁
逸

が

彼
等

に
拒
む

だ
所

の
も

の
を
、
却

っ
て
其

の
亡
命
地

に
於

て
與

へ
ら

る

、
を
得
た
者

で
あ

っ
て
、
彼

等

の
中

よ
り
、

持

あ

っ
て
大

い
に
凋
逸

の
国
家

に
謝

し
て
不
信

を
表

白
す

る
膣
を

聞
き
、
文

明
か
に
之
に
反
抗
す

る
徹
劉
的

態
度

を
見

る
こ
ξ
あ

る
は
、
之

れ
固

よ
b
當

然
至
極

の
こ

ざ
に
驕
す

る
。

右

に
禍

ぐ

る
人

々

の
中

エ
ン
ゲ

ル
ス
や

り
ー
ブ
ク

ネ

ヒ
ト
の
如

き
は

、
前

に
之
を
明

か
に
し
陀
や
う

に
、
元
來

非

國
家

主
義

に
徹

底

せ
る
者

で
は
な
く
、
寧

ろ
大

い

に
國

家
主
義

的
傾
向

に
富

む
で
居
た

の
だ
け

れ
こ

も
、
其

の

衷
心

に
於

て
凋
逸
其
も

の
を
呪
ふ
心

は
な

く
ε
も

、

其
の
亡
命
中
濁
逸

の
國
情

に
憤

り

、
大

い
な
る
反
抗

の
火
焙

を
燃
や
す

こ
ε
の
避

く

べ
か
ら

ざ
b

し
は
、
叉
之
を

認

め
ね

ば
な
ら

ぬ
。

而
し

て
り
ー
ブ

ク
ネ

ヒ
ト
の
如

き
は
凋

逸
肚
會
民
壷

…の
擢
導
者
馨

地
位
に
居
る
こ
ざ
頗

る
長
か
り
し
だ
け
、
そ
の
戚
化
が
肚
會
民
主
黛

疲

に
及

ぶ

論

叢

戦
後
濁
晩
[の
祉
會
主
義
運
動
(
二
)

第

十
二
巻

(第
六
號

四
九
)

八
六
七



＼

論

叢

戦
後
掲
逸
の
祉
會
主
義
運
動
三
)

第
+
二
巻

〔第
六
號

五
9

入
六
八

所

の
甚
だ
大
な
り
し
こ
ざ
は
、
之
を
見
逃
し
て
な
ら

漁
所
に
騙
す
る
。

一
八
四
八
年
の
事
件
以
後
、
大
い
な
る
反
動
期
が
之
に
績
妙
る
蓬
同
様
に
、

一
入
七
〇
年
代
に
於
て
、
濁
逸
帝

国
の
建
設
の
行
は
る
N
時
期
に
當

っ
て
は
、
國
内
に
於
け
る
国
家
主
義
思
想
は
頗

る
高
潮
を
呈
す

る
こ
ご
エ
な

っ

た
か
ら
、
其
間

に
在

っ
て
井
国
家
主
義
的
態
度
を
持
す

る
者
に
謝
し
て
、
嚴
峻
な
る
抑
歴

の
行
は
れ
た
る
は
想
像

に
鹸
り
あ
る
所

ε
す

る
。
十
飴
の
新
聞

ε
千
四
百
の
定
期
及
び
不
定
期
刊
行
物
は
禁
止
せ
ら
れ
、
多
一
の
肚
會
主

義
者
は
其

の
足
底
よ
b
凋
逸
の
塵
を
彿

っ
て
瑞
西
や
英
吉
利
や
米
国

へ
逃
亡
せ
な
け
れ
ば
な
む
な

か
っ
た
。
此
の

塒
期
に
當

つ
で
は
、
此
等
非
国
家
主
義
者
の
凋
逸
國
家

に
封
ず
る
咀
呪
は
實

に
白
熱
を
呈
す

る
に
至

っ
た
。
而
し

て
此
の
反
抗
熱
を
冷
却
せ
し
む
る
爲
め
に
は
、
國
家

の
側
に
於
て
た
y
大
い
な
る
忍
耐
が
必
要
で
あ

っ
た
。
然
る

に
國
家
は
此

の
恩
耐
を
持
ち
得
な
い
で
、

一
翠
.に
園
内
よ
り
非
国
家
的
…耽
會
主
義
者
を
蕩
揺
せ
ん
ε
企
て
た
が
爲

㍗

め
に
、
却

っ
て
盆

々
非
國

家
主

義
烈
を
昂
奮

せ
し
む

る
こ
ε

ン
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

斯
く

て

フ
ジ
ー
ド

リ
ッ
ヒ
馬

ニ
ー

チ

ェ

閏
「[区
膏
ゲ

宕
百
朗
筈
。
の
超

人
論

が
表
は

れ
て
、
其

の
非

國
家
的

思
想

が
糧

き
渡

る
天
才

の
光
を

以
て
宣
傅

せ
ら

る

》
に
至

っ
て
よ
り
は
、
其

の
思

想
は
幾

多

の
互
流
細

流

ε
な

っ
て
國

民

の
間

に
流

れ
捗

り
、
然

か
も

當
年

の
政
策
が
地
面

を
十

分

に
培
ひ
置

き
セ

る
爲
め

に
、
時

の
反
動
的
政

策

の
爲

め
に
懊

ま

さ
れ

つ
}
あ
り

し
労
働
者

の
如

き
は
、
純

然

ε
し
て
之

に
向

ふ
有
様

を
呈
す

る
に
至

っ
た
。

而

し
て

こ
の
非

国
家
的
傾
向

は
二
十
世

紀

に
入
b

て
よ
b
は

、
又
多
少
科
畢
的
系
罷

ε
し
で
編
み

上
げ
ら

れ
、
特

'



に

ロ

ー

ザ

・

リ

ユ

ク

サ

ソ

プ

ー

ル

菊
o
。自
営

目
=
×
o
昌
げ
霞
㈹

だ

ε

か

カ

ー

ル
、

ラ

デ

ー

ク

困
"
ユ

肉
m
ユ
。
一.
だ

嘘

か

ア

ソ

ト

ソ

、

パ

ソ

ク

ー

ク

♪

茸
自

評

弓

穿

。
。
汀

な

ご

の

外

國

出

の

人

々

に

依

っ

て

、

最

も

熱

烈

に
殻

吹

せ

ら

る

～

こ

{

な
り
・
終
に
大
戦
を
機
書

し
て
、
狸
逸
書

民
主
蕪
内
に
於
け
・
國
家
妻

的
傾
を

非
國
家
妻

的
傾

向

ε
は
挟
を
振

っ
て
相
分
れ
、
各
々
共
の
行

く
べ
き
通
を
選
び
行
一
の
外
は
な
き
こ
ぎ
N
な

っ
た
。
而
し
て
戦
聴

中
特
に
猛
烈

に
非
国
家
主
義
的
傾
向
が
、
右
等
の
外
題
人
-
圭
円
し
て
露
西
亜
及
び
波
蘭
出
身
の
人
々
に
依
て
煽

り
立
て
ら

る
＼
を
見
た
る
人
々
は
、
か
》
る
非
国
家
的
傾
向
は
、
元
來
東
方
産
の
も
の
で
あ
っ
て
、
濁
逸
自
身
の

上

に
撃

せ
る
も

の
で
は
な

い
募

へ
を

し
て
居

・
や

う
で
あ

・
。
然

し
事
實

は
決

し
て
そ
・フ
で
な
-
、
濁
逸

の
枇
會
主
義
者
自
身
の
中
に
国
家
主
義
的
傾
向

ε
相
並
む
で
、
非
國
家
主
義
的
傾
向
が
早
く
よ
り
存
在
し
陀
る
こ

の

ε
は

、
以
上

の
説

明

に
よ

っ
て
明

か
な

る
所

ε
す

る
。

四

肚
會
民
主
蕪
の
分
裂

上
来
之
を
論
示
す
る
が
如
く
、
猫
逸

の
肚
會
民
主
蕪
内
部
に
は
、
本
來
國
家
主
義
的
な
る
傾
向

`
、
非
国
家
主

義
的
な
る
傾
向

ξ
が
、
併
存
腓
馳
し
て
居
た
次
第
で
、
是
は
濁
り
凋
逸

に
獲
て
之
を
見
る
所
π
る
の
み
な
ら
す
、

何
れ
の
國
の
馨

主
著

の
問
に
も
、
薩

に
於
て
此
の
塵
別
暮

す
る
・
ε
は
、
賭
易
き
所
・
孕

る
。
而
し

て
戦
前

に
在

っ
て
は
、
先
皇

を
述

べ
砦

が
㌍

、
難

答

民
壷

茜

に
於
け
る
國
家
妻

的
傾
向
は
、
盆

論

叢

戦
後
鐸

の
蕃

主
義
運
動
三
)

錆
土

一巻

(第
六
號

芭

)

入
六
九

5〕K.Haeni5ch,a.a.0.S.95一,03.

,
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・

論

叢

戦
後
獅
逸

の
肚
曹
圭

義
運
動

(二
)

第
十
二
巻

(第
六
號

五

二
)

八
七
Q

盆
其
の
地
盤
を
固
め
、
四
團
の
歌
態
就
中
特
に
緊
張
せ
る
国
際
關
係
は
、
國
家
主
藷

傾
向

を
し
て
・
盆

々
舞

を
張
ら

し
む

る
に
都
合

よ
き
事
情

を
呈

し
た
。

・
れ
ば

冗

】
黒

闇
讐

初
に
當
っ
て
、
耐
震

壷

の
態
度
を
決
す

べ
く
開
か
れ
ξ

八
月
四
日
の
懇

す

べ
き
大
會

に
於

評し
は
、`

其

窯

の
全
力

を
以

て
凋
逸

國
家

の
防
衛

の
矯

め
に
戦

ふ
こ
巴
玉
な

っ
た

の
で
あ

る
。

そ
れ

よ

り
先

き

一
九

一
二
年

に
、
欧
洲
戦
争

の
行

は

る

べ
き
場
合

に
於

て
.國
際

肚
會
當
…の
取

る

ぺ
巻
態
度
を
議

せ
ん
た

め
、

ベ
ル
ン
に
大
會

の
開

か
れ

た
る
際

輩
も

、
其

の
決
議

は
洵

に
生
ま

漁
る

い
も

の
で
あ

っ
た
が

、
濁

逸

の
肚
會
肇

蕪
内
部
に
於
け

る
大
讐

気
勢
も
、
飽
迄
開
戦

に
反
謝
し
て
、
国
家
の
運
命
を
賭
し
て
も
世
界
李
和

の
矯
め
に
、
職
事
を
防
止
す
る
ε
い
ふ
風
に
は
、
到
底
な
b
得
な
か
つ
π
の
で
あ
る
。
即
ち
當
時
肚
會
主
義
者
の

内
部
に
於
け
る
状
況
を
概
括
す
れ
ば
、
資
本
主
義
脛
濟
組
織

の
崩
壊

ε
、
そ
れ

に
依
て
生
す

べ
き
無
階
級
肚
曾
組

織

に
於
け
る
人
道
の
解
放

ご
に
閲
す
る
革
命
的
理
想
は
、
多
数
看
の
頭
脳
中
よ
り
は
、
殆

ん
ご
潰
滅
し
て
し
ま

つ

π
居
た
の
で
あ
る
。
多
警

は
戦
孚
.に
依

っ
て
失

乏

き
も
の
ε
し
て
は
、
自
由
を
縛
せ
る
鐵
鎖
以
上
に
多
あ

も
の
を
持

っ
て
居
た
。
各
自
は
職
事

に
謝
し
て
防
衛
す

べ
き
積
極
的
儂
直
に
關

し
て
、
明
確
な
る
意
識
を
抱

い
て

居
た
。
そ
し
て
瀧
會
薯

亦
共
同
團
聾

し
て
其

の
物
質
堕

羅

の
防
衛
せ
ざ

・
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ

る
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

此
の
事
情
の
下
に
於
て
八
月
四
日
の
め
の
決
議
を
見
た
の
は
、
甚
だ
當
然
の
こ
ε
で
る
る
じ

'

,

、



▼

け
れ
こ
も
、
多
敷
者
は

ご
も
か
く
ご
し
て
、
少
数
者
の
間
に
在

っ
て
は
、
大
戦

の
大
動
乱
め
る
に
拘
ら
ず
㍗
在

來
の
主
張
た
る
階
級
職
事
の
漱
義
ご
革
命
的
肚
會
主
義

の
思
想
は
、
依
然
ε
し
て
保
持
せ
ら
れ
た
る
を
忘
れ
て
は

な
ら
濾
。
た

∫
そ
れ
は
少
撒
者
の
懐
く
新
た
る
が
短

め
恥
、
肚
曾
蕪
そ
れ
自
身
の
政
策
ξ
し
て
は
働
き
得
な
か
.つ

た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
所
に
實
.に
猫
逸
肚
會
蕪
の
分
裂
の
原
因
は
宿

っ
て
居
た
の
で
あ
る
。

斯
く
て
閑
職
営
利
戦
場
の
状
況
が
濁
逸
に
都
合
よ
く
進
み
行
く
間
は
、
肚
會
良
主
蕪
は
季
静
に
進
み
行
く
を
得

π
が
、
層呉
牛
の
十
月
頃
よ
り
は
、
少
数
非
戦
涙
の
気
勢
は
少
し
づ
Σ
揚
が
り
氷
り
、
十
二
月
に
至

つ
.て
は
小

ヲ
ー

ブ
ク
ネ

ヒ
ト
は
職
塒
公
債
に
謝
し
て
議
會
に
於
て
協
賛
を
拒
む
だ
。
其
後
戦
ひ
の
長
引
く
に
連
れ
て
、
肚
會
蕪
の

歩
調
は
段

々
怪
し
く
な

っ
て
來
だ
。
而
し
て
戦
争
ε
い
ふ
事
實
が
當
初
階
級
職
事
主
義
を
以
て
窯
の
政
策
ご
爲
す

こ
ご
を
全
然
不
可
能

に
締

せ
し

め
た
b

ε
せ
ば
、
同
じ
く
又
戦
争
に
依
て
齎

さ
れ
た
る
人
.沿
の
動
揺
ご
経
済
生
活

の
不
安
ε
は
、
弦

に
又
新
た
に

一
般
民
衆

の
間

に
、
革
命
的
肚
會
主
義
思
想
の
浸
漸
す
る
を
得

べ
き
間
隙
を
造
り

潤
す

こ
ε
}
な
っ
た
。

一
九

一
五
年

の
末

に
至

っ
て
は
、
少
数
非
戦
涙
の
態
度
は
愈
々
決
定
的
ε
な
り
、
公
々
然
ご
戦
争
の
蝸
害
を
述

べ
、
卒
和
の
速

に
恢
復
せ
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
ε
が
、
喝
破
唱
道
せ
ら
る
、
こ
`
ン
な

っ
た
、
そ
し
て

一
九

〇
⊥
ハ
年
三
月

に
は

ハ
ー
ゼ
ー

一
派
の
人

々
は
終

に
肚
會
民
主
黙
よ
り
分
離
し
て
、
弦
に
多
年
の
懸
案
は
、
其
の
解

決
を
見
る
こ
`
ン
な

っ
た
。
同
年
四
月
⊥
八
日
彼
は
議
會
に
演
説
し
て
曰
く
、
諸
國
の
無
産
者
よ
、
結
合

せ
よ
。
血

論

叢

戦
後
猫
逸
の
肚
會
主
義
運
動
(二
)

第
+
二
巻
.
(第
六
號

五
三
)

八
七
一

＼



論

叢

戦
後
濁
逸
の
勉
會
主
義
運
動
(二
)

第
十
二
巻

(第
六
號

五
四
)

八
七
二

腥
き
國

々

に
長
く
望

ま
れ
た

る
雫
和
を
齎
す

矯

め
に
結
合

せ
よ
ご
。
斯

く

て
從
來

π

ゴ
窯
人

の
頭

の
中

に
潜

み
だ

る
蕃

的
泄
倉
主
誓

漸
進
的
肚
會
嚢

ε
の
分
別
、
階
級
戦
争
主
義
呑

法
主
義
あ

分
別
、
國
家
主
善

非

国
家
主
義
ε
の
分
別
は
、
弦
に
愈
々
黙
派

ピ
し
て
の
外
形
的
分
裂
ε
し
て
表
は
る
》
こ
ご

、
な

っ
た
。

此
の
凋
逸
肚
愈
蕪
内
部
に
於
け
る
革
命

に
謝
し
て
は
、
多
藪
沢
は
之
に
劃
抗
す
る
に
足
る

べ
き
十
分
な
る
国
家

主
義
的
態
度
を
鮮
明
に
し
て
、
主
義
を
以
て
主
義
を
鎭
堅
す
な
に
努
む
る
こ
ε
な
く
、
た
ゴ
蕪
涙
`
し
て
の
節
制

ε
結
合
ざ
の
必
要
な
る
を
高
調
す

る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
藪
に
於
て
か
少
藪
振
は
驀
地

に
主
義

黒
向

っ
て
進
み
、

ゆ

.

総
て
の
國
内

に
於
け
る
勢
働
者
は
、
経
済
上
井
ぴ
に
文
化
上
に
於
け
る
共
通
な
る
利
害

の
矯
め
に
、
將
來
`
も
に

資
本
主
義
の
搾
取
ε
膣
制
巴
に
謝
し
て
職
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
そ
の
爲
め
に
吾
等
は
勢
働
者
を
以
て
成
れ
る
十
分

な
る
戦
闘
力
あ
る
肚
會
主
義
的
国
際
團
結
を
再
造
す
る
の
必
要
め
り
ε
揚
言
し
つ
、
、
遮

二
無
二
進
み
行
く
こ
ε

ε
な

っ
た
。
然
し
此
の
少
敷
涙
は
未
だ
決
し
て
結
合
さ
れ
た
る

一
膿
た

る
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
中
に
は
比
較
的
穏

和
な
る
も
の
ε
、
頗

る
急
進
的
な
る
も
の
ε
が
、
た
ゴ
階
級
戦
争
ご
い
ふ
旗
幟
の
下

に
混
合
集
結
せ
る
有
様
で
あ

っ
π
。
從
て
此
の
内
部
の
不
統

一
ば
種

々
の
機
會
に
於
て
表
面
に
現
は
れ
来
る
を
見
れ
得
な
か
っ
陀
。

バ
ー
ぜ
一
を
中

一6

ぎ
す

る
穏

和
な
る
石
窯
は
、
卒
和
問
題
に
關
し
て
も
、
国
際
的
な
る
平
和
條
件
を
案
出
し
可

国
民
多
衆
は
各
国
政
府
を
弧
要
し
て
其

の
條
件
の
下
に
孕
和
を
締
結
せ
し
む

る
に
努

め
ざ
る
べ
か
ら
す

ε
駕
し
,

其
の
導
和
に
は
戦
勝
者
も
な
け
れ
ば
職
敢
者
も
嫁
き
も
の
た
ち
し
め
ん
と
欲

し
た
。
之
眼
謝
し
て

ス
パ

ル
タ
ク
ス



`

及
び
濁
逸
国
際
吐
會
主
義
者
の

一
團
の
過
激
な
る
左
蕪
は
、

李
和
問
題
に
於
て
も

政
府

の
ガ

を
籍
る
を

不
可
`

し
、
外
交
手
段

に
依
る
國
際
的
李
和
條
件
を
認
め
す
、
雫
和
は
泥

ゴ
無
産
階
級
の
猫
立
な
る
民
衆
行
動
に
依

て
強

制
實
現
せ
し
め
ら
れ
ざ
る

べ
か
ら
す

ε
隣
し
た
。
又
右
黙
は
從
來
の
肚
會
民
主
窯
を
ば
内

部
よ
り
革
新
し
、
之
を

以
て
革
命
的
耐
會
蕪
亡
し
て
維
持
せ
ん
ε
欲
し
た
る
に
反
し
て
、
左
蕪
は
従
来
の
肚
會
黛
そ
の
も
の
に
野
立
し
て
.

之
を
打
亡
ぼ

さ
ん
ご
欲
し
た
。
そ
し
て
ス
バ
ル
.タ
ク
ス
團
は

バ
ー
ぜ
-
團
ざ
異
り
、
あ
ら
ゆ
る
政
蕪
的
組
織
ご
政

窯
的
官
僚
制
を
否
認
し
、
政
治
的
活
動

の
重
難
は
之
を
民
衆
の
濁
立
行
動
に
置
か
ん
ご
し
セ
の
で
あ
る
。

斯
く
分
裂
の
傾
向
が
著
明
ε
奪

っ
て
来
て
、
到
底
妥
協

の
道
な
き
こ
ご
が
明
か
ぎ
な

っ
て
来
て
は
、
従
来
の
肚

會
民
主
黙
の
多
藪
沢
は
、
此
等
の
少
数
派
の
行
動

に
蜀
し
て
は
、
も
は
や
政
蕪
ε
し
て
の
統

一
ど
笛
度
ご
を
行
ひ

得

べ
き
に
適
ら
す
、
そ
の
駕
し
得

べ
き
所
は
北
強
、
分
れ
ん
ε
す

る
者
を
し
て
其
の
好
む
所
に
分
れ
往

か
し
む
る

の
外
ば
な
か
っ
た
9

,

・

五

濁

逸

猫

立

肚

會

當
　
の
立

場
.
.

大
髄
前
節

に
之
を
示
す
や
う
な
事
情

の
下

に
、
終

に
新

た
な
る
凋
逸
凋
立
耽
會
蕪

q
・
。。
・
や

U
・
の
建
設
を
見

る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
が
、
濁
逸
凋
立
砒
會
蕪
は

↓
九

一
七
年
四
月
⊥
バ
ー
八
日
の
ゴ
ー
タ
に
於
け
る
其

の
設
立
協

議
會

に
於
て
、
其
の
歌
蕪

ε
し
て
の
主
義
綱
領
は
や
は
り
曹
來
の
凋
逸
肚
會
黛
の
そ
れ
を
認
め
る
こ
ご
、
し
だ
。

論

叢

戦
後
濁
逸
の
肚
會
圭
義
運
動
(二
}

第
十
二
巻

(第
六
號

五
五
〕

八
七
三

、

6)L.1{rafft,DieU.S.P.D.,a.a.O.S.292fg.
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論

脚現

職
後
杷測逸
の
↓肛
曾
十
山義
運
動
(二
)

第
十
一
[巻

(堕
罪⊥ハ腓挽

五
山ハ
)

八
七
而幽

そ
し
て

一
九

一
九
年
三
月
に
於
け
る
綱
領
宣
示
に
於
て
は
、
大
膣
彼
の

エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
の
主
旨

に
從
ふ
こ
ε
正

し
、
叉
同
年
十
二
月
の
行
動
綱
要

に
於
て
は
、
彼
の
共
産
宣
言
の
理
想
を
繰
返
す
こ
ざ
N
し
た
。
即
ち
肚
會
主
義

的
民
主
制
は
祀
會
組
織
の
最
後
の
理
想

ε
し
て
標
示
せ
ら

れ
、
其
の
組
織
の
下
に
於
て
は
、
各
個
人
の
自
由
な
る

獲
展
が
、
総

て
の
人
力
の
最
上
の
幸
頑
嬉

　
般
的
な
る
調
和
あ
る
完
成

ぜ
に
劃
す
る
條
件
を
駕
す
も
の
ご
せ
ら
る

る
次
第
で
あ
る
。

而
し
て
新
枕
會
窯
は
其

の
政
治
上
の
主
義
ε
し
て
は
階
級
職
事
観
を
固
執
せ
ん
ε
す
る
。
即
ち
搾
取
者

ε
被
搾

取
者
ご
の
利
害
衝
突
に
劃
す
る
自
畳
は
無
廃
者
を
し
て

一
階
級
に
結
合
せ
し
め
、
此

の
利
害
衝
突
を
排
除
せ
ん
ε

す
右
共
同
意
思
は
階
級
戦
争
を
齎
さ
穿
る
を
得
す

ざ
せ
ら
れ
る
。
然
か
も
勢
働
階
級
の
解
放
は
た
f
勢
働
階
級
自

身
の
仕
事
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
他
の
階
級
は
其

の
階
級
相
互
間
に
た
ε

へ
利
害

の
衝
突
あ
り
ε
も
、
何
れ
も

生
簾
手
段
の
私
有
制
の
地
盤

の
上
に
立
ち
、
資
本
主
義
組
織
の
維
持
を
以
て
目
的
ε
織
す

か
ら
で
あ
.る
。
π
y
無

産
階
級
の
み
李
等
で
あ
っ
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
階
級

な
不
半
等
を
以
て
利
益
`
す
る
。
た
罫
此
の
特
椹
階
級

の
生

存
條
件
が
排
除
せ
ら

る
Σ
に
依
て
の
み
階
級
制
は
取
除
か
れ
」
無
産
者
に
樹

下
る
資
本
主
の
支
配
は
亡
減

に
蹄
す

る
。
此
の
大
目
的
が
到
達
せ
ら
る

、
迄
は
、
階
級
戦
争
は
主
義
ε
し
て
維
持
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
識
ε
せ
ら
る
＼
。

次
に
新
肚
會
宣
…が
將
來
に
期
待
す

る
所
の
も
の
は
、
謂

ふ
迄
も
な
く
肚
會
主
義
組
織
の
肚
會
で
あ
る
。
而
し
て

此
の
肚
會
組
織

に
在

っ
て
は
、
政
治
も
経
済
も
共

に
代
議
員
制

因
習
8
協
器
日

航
依
て
行
は
る

べ
き
も
の
だ
せ
ら

■
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れ
る
。
そ
の
代
議
員
制
の
根
本
原
理
は
、
勢
働
者
は
経
済
の
支
持
者
に
し
て
、
肚
會
の
富
の
盤
産
着
た
り
、
又
文

化

の
促
進
看
た
る
が
爲
め
に
、
同
時
に
叉
法
制
ε
政
治
蓬
の
責
任
め
る
支
持
者
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
ε
い
ふ
こ
ε

に
存
す
ざ
せ
ら
れ
る
o

此
の
代
議
員
側
の
組
織
は
、
纏
濟
關
係
を
以
て
肚
會
組
織
の
基
礎
ご
爲
す
ε
い
ふ
考

か
ら
編
み
出
さ
れ
た
る
も

の
で
℃
経
済
上
の
事
業
脛
瞥
膿
を
以
て
、
肚
會
を
組
織
す
る
細
胞

蓬
爲
し
、
そ
の
細
胞
た
る
各
事
業
艦
に
属
す
る

人
々
は
、
代
議
員
の
選
暴
被
浬
暴
椹
を
有
す
る
も
の
ε
し
、
此
の
選
暴
被
選
翠
権
は
.、
十
八
歳
以
上
の
者
だ
る
限

り
は
、
男
性
紀
る
ご
女
性
た
る
ε
を
問
は
す
、
自
己
の
手
叉
は
頭
鵬
の
働
に
依
て
生
活
手
段
を
所
得
し
、然

か
も
決

し
て
他
人
の
勢
働
力
を
搾
取
す

る
こ
ご
な
く
し
て
、
肚
愈
に
必
要
な
る
又
有
用
な
る
勢
動
を
行
ひ

つ
Σ
あ
る
者
な

ら
ば
、
何
人
ご
雌
も

　
般
的
に
之
を
享
有
す

る
も
の
ε
爲
さ
ん
ε
す

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
動
勢
者
の

一
般
意

思
は
、
代
議
眞
制
を
通
じ
て
就
曾
の
公
の
意
思
ε
な
り
、
之
に
依
て
立
法
行
政
共
に
敢
行
は
る
べ
き
も
の
ε
す

る
。

代
議
員
制
は
政
治
ご
脛
濟
ε
の
二
方
面
に
射
し
て
働
か
ね
ば
な
ら
粛
。
.從
て
行
政
的
代
議
員
制
ε
経
済
的
代
議

員
制
ε
は
両
立
併
存
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
純
濟
的
代
議
員
制
は
、
事
業
郷
瞥
代
議
員
ε
職
業
的
勢
働
代
議
員
`
よ
り

成
り
、
行
政
的
代
議
員
制
は
政
治
的
勢
働
代
議
員
に
依
て
造
ら
る
ン
も
の
ε
す

る
。
即
ち
各
事
業
純
管
禮
は
経
済

組
織
の
細
胞
ε
し
て
経
管
代
議
員
を
漫
出
す

べ
き
も
の
ε
し
、
各
維
鞍
騰
は
百
人
を
基
礎
だ
し
真
数
毎
に

一
名
の

代
議
員
を
出
す
も
の
ご
駕
す
。
次

に
職
業
的
勢
働
代
議
員
及
び
行
政
議
員
は

一
千
名
毎
に

一
名
ε
せ
ら
れ
る
。

輪

業

戦
後
蜀
逸
の
砒
會
主
義
運
動
三
)
.

第
+
二
巻

第
六
號

五
七
)

入
七
五
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網

べ
て
右

の
如

き
は

、
新
肚
會

黛
の
主
義

ε
し
綱

領

ε
し
方
策

ε
す

る
所

の
概
括

で
あ

る
。
藪

に
は
此

上
立
入

っ
て
之
を
細
説
t

る
必
遷

あ
る
ま
い
が
、
兎
も
角
暫

に
生
れ
π
る
凋
逸
凋
立
肚
會
蕪
は
、
彼

の
就
會
主
義
本

来
の
士
⊥張
に
依
り
、
肚
會
主
義
制
の
實
現

の
爲
め
に
、
階
級
戦
孚
を
主
義

ε
奉
じ
て
進
み
、
無
産
者
階
級
の
國
際

的
大
結
合
に
依
り
、
勢
働
者

の
之
を
支
配
し
管
理
し
得

べ
き
経
済
組
織
を
造
り
肚
會
制
度
を
建
設
せ
ん
こ
ε
を
目

的
ご
駕
す
も
の
な
る
こ
ご
、
特
に
注
意
す

べ
き
所
に
薦
す

る
。
從
て
そ
は
思
想

に
於
て
は
、
猫
逸
本
來
の
肚
會
主

義
思
想
を
取
ゆ
、
其
の
本
流
を
縫
承
せ
る
も
の
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
の
。

而
し
て
彼

の
国
家
主
義
思
想
に
至
っ
て
は
、
新
肚
曾
憲
は
、
元
来
国
際
主
義
に
依
て
立
て
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

勿
論
非
国
家
主
義
的
傾
向
を
取
れ
る
も
の
ε
見
な
け
れ
ば
な
ら
の
。
第
二
國
際
肚
會
蚤
…は
大
戦
の
爆
獲
ε
共
に
亡

び
た
が
、
そ
の
亡
び
た
る
や
、
急
進
的
な
る
理
論
上
の
洞
見
の
峡
げ
た
る
が
爲

め
で
は
な
く
、
た
y
革
命
的
状
況

の
映
げ
た
る
が
矯
め
に
外
な
ら
澱
。
然
る
に
大
戦
は
、
此
の
歌
呪
を
ば
未
だ
曾

て
之
を
見
る
能
は
ざ
る
ほ
こ
の
分

量

に
於
て
齎
ら
し
π
ε
考

へ
ら
れ
て
居
る
。
此

の
大
い
な
る
機
會
を
捉

へ
て
、
肚
會
主
義

の
勝
利
を
確
實

に
せ
ん

ε
す

る
こ
ε
が
、
帥
ち
新
凋
逸
猫
立
肚
會
黛
の
志
で
あ
る
。

然
ら
ば
濁
り
濁
逸
猫
立
砒
會
黙
に
就

い
て
の
み
蓬
言
は
す
、
廣
く
国
家
主
義
思
想

の
清
長
を
、
肚
會
主
義
的
傾

向

の
問

に
於
て
窺

っ
て
見
る
ε
こ
う

で
あ
る
か
。

之
に
饗
す

る
剣

断
は
人
々

に
依
て
移
し
き
相
違
あ
り
、
未
だ

何
れ
を
以
て
正
鵠
を
得
お
り
ε
も
論
定
し
難
い
。
大
戦

の
爲
め
に
諸
國
に
於
け
る
國
家
主
義
思
想
は
大
い
に
復
活

7)Ibid.,S.297fg.
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≡-

し
力
を
増

し
来
れ
り

ご
見

る
者

は
、
之

を
肚

會
主
義

者

の
態
度

に
照
し

て
も
賞
讃

す

る
を
得

べ
し
ε
す

る
。
即

ち

例

へ
ば

夏

島

Ω
話
留

の
如
き

は
頑
固

な
る

マ
ル
キ

シ
ス
ト
で
非
閣

員
主
義
者

ε
し
て
知

ら
れ
、
総

べ
て
を
支

配

す

る
彼

の
大

い
な

る

肚
會

問
題
の

前

に
は
、

あ
ら

ゆ

る
國
家
的

問
題
は

頗

る
意
義
な

き
も

の
な
り

ご

永
年
読

散

せ

る
人

で
あ

b
乍

ら
、

大
戦

に
依

る
国
難

の
時
期

に
際

し

て
は
、

曾

て
主
義

の
反
逆

者

ε

罵

れ
る

≦

ぐド
昆

及

ヒ⇔
吐口
&

ε
共

に
閣

員

の
列

に
連

つ
た

で
は
な

い
か
。

叉

しD
。
日
σ
卑

や

目
ぴ
9
轟
・。
や

く
塁
α
02
Φ
瓦
o
は
如
何
。

叉

凋
逸

の
政
権

も
祀
會

主
義

者

の
手

に
握

ら
れ
、
国
政

は
彼
等

の
料
理
す

る
厨

で
は
な

い
か
。
之

れ
国
家
主
義

の
勝

利

に
あ
ら
す

し
て
何
ぞ
や

ざ
主
張
す

る
。
然

る
に
之

に
反
饗
す

る
者

は

、
露

西
亜

の
例
を
引
ぎ

、
其
他
諸

國

に
隠

顯
す

る
傾
向

を
捉

へ
て
、
非

国
家
主
義

の
大

い
に
優
勢

ε
な
れ

る
を

論
讃
せ

ん
ご
し
て
居

る
。

此

の
見
解

の
相
違

に
就

い
て
今
私

は
判

定
を
下

さ

ん
ε
す

る
も

の
で
は
な

い
。

そ
れ
は
本
論

の
目
的

ξ
す

る
所

で
な

い
が
、
然

し
私

は
、
寧

ろ

こ
う
見

る
の
が
正
當

で
あ

る
や

う

に
考

へ
る
。
即

ち
世
界

大
戦

を
機
會

に
諸

国
に

於
け

る
國
家
主
義

も
大

い
に
其

の
色
彩

を
明
瞭

に
し
た

が
、
そ
れ

ご
同
時

に
非

国

家
主
義

の
傾
向

も
深
く
人
心

に

浸
み
渡

れ
る
も

の
あ
り
、
両

者
共

に
其

の
立
場
を
進

め
、
両
者

の
反
照
愈

々
著

明
ε
な

っ
て
、
然

か
も
段

舟
愛
協

約
中
間
地

帯

が
失

は
れ

て
、
接

制
す

れ
ば
即

ち
火
花

を
散
ら

さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
情
勢

が
、
大

い
に
造

b
成

さ
る

、
に
至

っ
た

ε
観

る

こ
ε
之

で
め
る
。

水
は
滔

々
ご
流

れ
て
居

る
。

火
は
焔

々
亡
燃
え
て
來
π
。
何

れ
に
し
て
も

誤
魔
化

し
で
は
行

か
れ

粗
世

の
中

ビ
な

っ
て
來

た
の

で
め

る
。

(完

)

F

鞘

壁

織
後
濁
逸
の
肚
會
王
畿
運
動
(二
)

.

錆
+
二
治

(錦
六
號

五
九
)

入
電
七


